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【トピックス】 

１. 今月の雇用情勢 

２. ワーク・ライフ・バランスの実現のためにご活用ください 

  ～「職場意識改善助成金」「労働時間等設定改善推進助成金」のご案内～ 

３.「成長分野等人材育成支援事業の奨励金（震災特例）」を拡充しました 

  ～Off-JTのみの訓練を行う場合の申請要件を緩和～ 

 

【最近の動き】 

▼最近の中央労働委員会の主要命令を紹介します 

 

【厚生労働省からのお知らせ】 

◆公共職業能力開発施設で在職者に実践的技術のスキルアップを 

◆「キャリアマップ」、「職業能力評価シート」の「導入・活用マニュアル」 

 を作成しました 

 ～スーパーマーケット業、電気通信工事業、ホテル業、在宅介護業～ 
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【トピックス１】今月の雇用情勢 
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 ４月 27日に公表された３月の完全失業率は前月と同水準の 4.5％、有効求人 

倍率は前月より 0.01 ポイント改善し 0.76 倍となりました。 

 このように、雇用情勢は、一部に持ち直しの動きが見られるものの、依然と 

して厳しい状況にあります。 

 

【労働力調査】 

 http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.htm  （総務省） 



【一般職業紹介状況】 

 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000028z5b.html  
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【トピックス２】ワーク・ライフ・バランスの実現のためにご活用ください 

  ～「職場意識改善助成金」「労働時間等設定改善推進助成金」のご案内～ 
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 ワーク・ライフ・バランスの実現を目指し、長時間労働の抑制や年次有給休暇 

の取得促進に取り組む中小企業事業主の皆さまや中小企業団体を支援するため、 

助成金を支給しています。 

 

１ 職場意識改善助成金 

 効果的に長時間労働の抑制などに取り組んだ中小企業の事業主に助成金を支給 

する制度です。受給には、労働時間や休日・休暇の見直しを通じた職場意識の 

改善を促進するための２カ年計画の作成・提出が必要です。 

 

（職場意識改善計画の認定申請期間） 

 平成 24年４月１日～７月 31日 

 

支給要件と支給額 

○１回目（初年度） 

 職場意識改善計画に基づき、１年間取り組みを効果的に行った場合 

 ……50万円 

 労働時間などの「制度面」にまで踏み込んだ改善を行った場合 

 ……上記に加えて 50万円 

○２回目（２年度） 

 職場意識改善計画に基づき、初年度よりさらに取り組みを効果的に行った場合 

 ……50万円 

 ２年度にわたり効果的な取り組みを行い、顕著な成果を上げた場合 

 ……上記に加えて 50万円 

 

【職場意識改善助成金制度のご案内】 

 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun 

 /jikan/syokubaisiki.html  

 



２ 労働時間等設定改善推進助成金 

 事業主団体としてのネットワークを活用して、傘下の事業場に対する相談、 

指導その他の援助の事業を自主的に行う中小企業事業主の団体に、その事業 

の実施に要した費用の一部を助成する制度です。 

 

（事業実施の承認申請期間） 

平成 24年４月１日～５月 31日 

 

支給額の上限 

……150 万円 

上乗せ助成（子育て世代に関する取り組みを行った場合）の上限 

……上記に加えて 150万円 

 

【労働時間等設定改善推進助成金のご案内】 

 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/subsidy_worktime.html  

 

※申請件数の状況などによっては、申請の受け付けを早めに締め切る場合が 

 あります。 

※詳しくは都道府県労働局労働基準部監督課（東京、大阪、愛知は労働時間課） 

 へお問い合わせください。 
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【トピックス３】「成長分野等人材育成支援事業の奨励金（震災特例）」を拡充 

        しました 

          ～Off-JTのみの訓練を行う場合の申請要件を緩和～ 
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 厚生労働省では、このたび、「成長分野等人材育成支援事業（震災特例）」の 

制度を拡充し、５月２日以降の申請分から適用しています。これにより、Off-JT 

（通常の業務を離れて行う職業訓練）のみの訓練を行う場合に、奨励金が利用 

しやすくなります。 

 「成長分野等人材育成支援事業（震災特例）」とは、中小企業の事業主が東日 

本大震災の被災者を雇用し職業訓練を行う場合に、訓練費用を助成する制度で、 

業種を問わないこと、OJT（労働者に仕事をさせながら行う職業訓練）も含めて 

利用できることが特徴です。 



 今回は、Off-JT のみの訓練を行う場合に、以下の申請要件を緩和しました。 

 

【制度拡充の主な内容】 

・昨年５月２日以降に新規に雇い入れた労働者も助成の対象に 

  （これまでは対象外） 

・コース数の制限無し 

  （これまでは１人あたり３コースが上限） 

・「被災者雇用開発助成金」（※）との併給が可能 

  （これまでは不可） 

※東日本大震災の被災離職者、被災地域居住者を、ハローワークなどの紹介で 

 継続して１年以上雇用する事業主に支給する助成金 

 

☆ 詳しくは、下記サイトをご覧いただくか、最寄りのハローワークまたは 

 都道府県労働局にお問い合わせください。 

  http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/g-top.html  
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【最近の動き】 
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□■ 最近の中央労働委員会の主要命令を紹介します ■□ 

 

○平成 22年（不再）第 55号不当労働行為再審査事件(平成 24年３月 15 日) 

 組合員の業績評価について、会社が組合から団交での説明を求められた際に、 

直属上長とのフィードバック面談での説明を提案し続けた対応は、誠実交渉義務 

違反に当たらないとした。 

 

【報道発表資料】 

 http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/dl/shiryou-01-413.pdf  

 

【過去の主要命令】 

 http://www.mhlw.go.jp/churoi/meirei/index.html  

 

【中央労働委員会の概要】 

 http://www.mhlw.go.jp/churoi/index.html  
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【厚生労働省からのお知らせ】 
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▽▼公共職業能力開発施設で在職者に実践的技術のスキルアップを▲△ 

 

 社員に新たな技術を身につけさせたい事業主や、働きながらスキルを高めたい 

労働者のために、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する公共職業能力 

開発施設（ポリテクセンターやポリテクカレッジ）では、在職者向けの職業訓練 

（以下「在職者訓練」）を実施しています。 

 在職者訓練のコース内容には、生産性の向上や業務改善、新たな製品の創造 

などに必要となる専門的知識や技能・技術の習得などがあります。 

 訓練日数は、比較的短期間(２日～５日間)で、平日の昼間を中心に、土曜、 

日曜、夜間など幅広く設定しています。要望に応じて、オーダーメイド型の在職 

者訓練を実施することもできます。さらに、職業訓練指導員の派遣や、施設の 

貸与も実施しています。 

 詳細は、各ポリテクセンター又はポリテクカレッジまでお問い合わせ下さい。 

社員の人材育成に是非ご利用下さい。 

 

【(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の在職者向け職業訓練のページ】 

 http://www.jeed.or.jp/js/zaishoku/index.html  

 

 

 

▽▼「キャリアマップ」、「職業能力評価シート」 

            の「導入・活用マニュアル」を作成しました▲△ 

 ～スーパーマーケット業、電気通信工事業、ホテル業、在宅介護業～ 

 

 厚生労働省では、労働者各人の職業能力を客観的に評価するために、仕事を 

こなすのに必要な「知識」と「技術・技能」に加えて、「成果につながる職務 

行動例（職務遂行能力）」を業種、職種・職務別に整理した「職業能力評価基準」 

を策定しています。現在、業種横断的な事務系職種のほか、46 業種について策定 

済みです。 

 



●職業能力評価基準 

 http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/syokunou/index.html  

 

 この職業能力評価基準を、より簡単に利用するためのツールとして、 

「スーパーマーケット業」「電気通信工事業」「在宅介護業」「ホテル業」の 

４業種については、「キャリアマップ」「職業能力評価シート」と、その「導入 

・活用マニュアル」を作成しています。 

 いずれのツールも厚生労働省のウェブサイトから無料でダウンロードできます 

ので、ぜひ、人材育成にご活用ください。 

 

●キャリアマップ 

 http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/syokunou/03.html  

●職業能力評価シート 

 http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/syokunou/04.html  

 

●キャリアマップ、職業能力評価シート、導入・活用マニュアル、リーフレット 

 のダウンロード 

 http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/syokunou/07.html  

 

【お問い合わせ先】 

 厚生労働省職業能力開発局能力評価課評価基準係 

 03(5253)1111(内線 5936) 
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★配信停止の手続き  https://krs.bz/roumu/m?f=8  

★バックナンバー   http://merumaga.mhlw.go.jp/backnumber/index.html  

★登録に関するお問い合わせ  https://krs.bz/roumu/m?f=11  

★メルマガの内容に関するお問い合わせ（厚労省ホームページ「国民の皆様の声」 

へリンク）  https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html  

★編集：厚生労働省 

 

●当メールマガジンは外部の電子メール配信サービスを利用して行っています。 

●登録していないにも関わらず本メールが配信された場合は、他の人が間違えて登 

 録した可能性がありますので、配信停止の手続きをお願いします。 

●当メールマガジンの送信元アドレスは送信専用となっています。 

●携帯メールなどには対応しておりません。 



●可能であれば等幅フォントにてご覧ください。 

●当メールマガジンの内容の全部または一部については、私的使用または引用など 

 著作権法上認められた行為として、出所を明示することにより、引用、転載、 

 複製を行うことができます。 
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